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 税務調査 

 新人調査官と再任用調査官 

 

 

◆コロナ以降は調査件数減だが 

 令和２年２月頃から感染が広がった新型コロ

ナの影響で、令和元年分の所得税の確定申

告期限の延長措置が取られ、令和３年分の期

限延長が認められるなど、税務関係にも大き

な影響が出ています。税務署の調査件数も令

和２年度以降大きく減少しています。とはいえ、

例年９月からは、調査件数が増える季節となり

ます。 

 調査に当たっては、原則として、納税者に対

し調査の開始日時、場所・調査対象となる税

目や対象期間などの事前通知が行われます。

税理士事務所では、税務職員録で担当職員

の経歴などが確認できます。 

 

◆新人調査官、再任用調査官への対応 

 今回は、新人調査官と再任用調査官の調査

対応について考えてみます。 

 新人調査官は、研修で得た知識を基に忠実

に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的

な対応ができない傾向が見受けられます。そ

の結果として、調査の長期化にもつながる心

配もあります。業種業態や経理実務に精通し

ているのは、納税者自身です。早期の調査終

了のためにも、会社の新人社員に接するよう

に指導、アドバイスするぐらいの心構えで臨ま

れるのがよいでしょう。 

 再任用調査官（現在、税務職員の定年退職

は 60 歳ですが、退職後、継続して最長 65 歳

まで勤務する職員のこと）は、ベテラン調査官

としてこれまでの調査経験も豊富です。現場

で納税者から聴取したことや経理、帳簿等の

状況確認から判断し、柔軟な対応と効率的な調査が

行われると考えていいでしょう。定年後の継続雇用社

員に接するような信頼感と経営者としての自信と自覚

をもって臨まれるのがよいでしょう。 

 

◆調査は、納税者の理解と協力の下 

 税務署の職員による調査は、任意調査です。調査

担当者には、「調査は納税者の理解と協力の下、実

施する」ことが求められています。納税者の方々もそ

のことを理解した上で、調査に対応することが重要で

す。調査に非協力的な言動等行うことは、調査を長

期化させることにつながる可能性もあります。仮に指

摘事項があったとしても、関与税理士と十分に協議し、

それが許容範囲であれば妥協点を見出すことによっ

て、早期に調査を終了させることができると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


